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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月26日(2010.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（V型ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶）
　本実施形態のV型ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶は、分光吸収スペクトルの極
大ピークが７９０ｎｍ以上８０９ｎｍ以下の波長範囲にあることを特徴とする。
　また、本実施形態のV型ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶は、分光吸収スペクト
ルの極大ピークが７９１ｎｍ以上８０５ｎｍ以下の波長範囲にあることが好ましい。
　本実施形態のV型ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶は、電荷発生材料として好適
である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、本実施形態のV型ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶は、極大ピークが７９
０ｎｍ以上８０９ｎｍ以下の波長範囲にあるピークが、６００ｎｍ以上９００ｎｍ以下の
範囲において、１番目又は２番目に大きいピークであることが好ましく、２番目に大きい
ピークであることがより好ましい。
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